
【議題】公募屋台の更新について(スケジュール) R7.10.22 福岡市屋台選定委員会 資料３

【参考】更新申請者一覧【参考】営業期間について ※営業開始から３年目と５年目に更新審査を実施

区分 営業地区 ／ 屋号

（
４
名
）

第
３
回
公
募

天神東 El Bajon (エルバホン)

天神西
ばらかもん、
博多でかごっま屋台 酔っきー、
あつまれ！ケンイチの森

（
11
名
）

第
４
回
公
募

昭和通 ウルトラC、博多屋台 繋々

天神中央 HEROs屋台 蒸上、ひとつ屋根のした

清流公園 えんまんや

長浜
明太中毒、長浜少衛、長浜のひろし、
屋台のたまちゃん、屋台のたまちゃん別館、
博多バリバリ※9/30まで長浜市民球場

区
分 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

第
３
回
公
募

第
４
回
公
募

●

営業開始
6/1～

営業開始
10/1～

更新２回目

●

●

●

更新１回目

(２年延長)

(５年延長)

●

更新１回目

11名

５名 ４名

13名

４名

最長の10年の営業満了後
引き続き営業を希望する場合は
再度公募に合格する必要あり

●

(５年延長)

更新２回目

(当初３年) (２年延長)

(当初３年)

区分 R７年８月 ９月 10月 11月 12月 R８年１月 ２月 ３月 ４月

内 容

更
新
申
請
者

選
定
委
員
会

更新申請期間

選定委員会①
（審査方法の決定）

選定委員会②
（更新認否の決定）

面接

更新
（通算期間の延長）

審査部会
（更新認否の部会案策定）

新たな「一定の事実」発生

追加審査の実施を検討

申請資格確認
（暴排照会等）

更新審査

更新申請

更新決定通知 「一定の事実」発生の確認
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